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令和８年度 小中一貫校松梅校 教育課程 

１．学校の教育目標 

◎本校教育の目標  ふるさと松梅を担う心身共に調和のとれた子どもの育成 

「ふるさと松梅を担う子どもの育成」のために，学校の各教科の学習だけでなく，松梅の歴史·文化·史跡

や景勝地について知ることから始め，深く考え，松梅の良さを発信する活動を行う。そのため郷土学習「松

梅学」や総合的な学習の時間での各種体験活動を実施し，伝統や文化に関する教育の充実を行う。 

「心身共に調和のとれた子どもの育成」のために，「元気な『あいさつ』」・「心のこもった『ありがとう』」

に加え，「素直な心で『あやまれる』」児童生徒の育成を重点的に取り組む。また，道徳教育を推進し，豊かな

心を育む。 

なお，本目標の前提となる「学校」の中核となる基本機能は，学力保障（見える学力＋見えない学力）と成

長保障である。児童生徒，保護者の教職員に対する信用と信頼を基に，教職員の児童生徒に対する深い愛情

と職責を果たす使命感を背景に魅力ある教育活動を展開する。 

【目指す姿】 

（１）児童生徒：社会の形成者として必要な基本的資質・能力を身につけ，主体的で他者と協働できる心豊

かな児童生徒となる         

（２）教職員：上記（１）の児童生徒を育むため，自らが学び続け職能成長を図る教職員となる 

（３）家庭：子どもを一人前の大人・親に育てる（佐賀市子どもへのまなざし運動） 

 「『命』のつながりを伝える」（“命”の視点から） 

 「基本的生活習慣を身に付けさせる」（“自立”の視点から） 

 「家族団らんの時間を増やす」（“他者とのかかわり”の視点から） 

 「子どもを有害な情報・環境から守る」（“子どもを取り巻く環境”の視点から） 

（４）地域：地域の宝である子どもの育成を通して，子どもの地域の一員としての自覚を促す  

 「子どもの安全を見守る」(“命”の視点から) 

 「『市民性をはぐくむ教育』を実践する」(“自立”の視点から) 

 「子どもと顔見知りになりふれあいを深める」(“他者とのかかわり”の視点から) 

 「有害な情報・環境の改善を図る」(“子どもを取り巻く環境”の視点から) 

○めざす学校像（学校スローガン）  「小さな学校 大きな未来」 

児童生徒が，変化の激しいこれからの社会を生きていくために必要な資質・能力の総称として生きる力

（確かな学力，健康・体力，豊かな人間性）を身につけられるよう，小さな学校の特色を生かした教育活動

を展開し，子どもたちに来るべき「大きな未来」をよりよいものにさせる。 

昨今は激動の時代と言われているが、小中学校時に描いた夢は，継続した取組により未来の現実となり得

る可能性が高い。ただし，強い志をもたないと単なる一時的な夢想で終わってしまう。また，児童生徒の志

のある夢は，日々の学校での教育活動へ継続的かつ主体的に取り組む原動力となる。小さな学校ではあるが、

夢実現に向けて継続した取組を行った結果，児童生徒に生きる力が育まれ，夢がかない，大きな未来が到来

するようにめざす学校像を設定した。 
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２．本校の教育の特色 

本校は，自然豊かな山間地にあり，情に厚く互いを思いやる地域性である。従前から教育に熱心な地域で，

郷土を愛する教育と学力向上に係る期待はとても大きい。 

平成 24年度に３年間の準備期間を経て校舎隣接型の小中一貫校として開校し，平成 27年度からは，「地域

学校運営協議会を設置する学校（コミュニティ・スクール）」の指定を受け，地域の方々との連携を一層深め

「地域とともにある学校づくり」を推進してきた。平成 26年度からは，小中学校を校長が１人で兼務するこ

とに伴い，小学校に１人加配を受けている。また，平成 19年度から市の通学区域の弾力化を図るための小学

部は特認校となっている。なお，校舎の一部は土砂災害特別警戒区域・土砂災害危険区域内にある。 

児童生徒は，小学校 50 人，中学校 34 人の小規模の学校である。１学年７～８人程度であるため，小学部

２・３学年，４・５学年は複式学級である。そこで，中学校から乗り入れ授業を行ったり、地域人材をゲスト

ティーチャーとして招聘したりして，教育の充実を図っている。 

また，小規模校のため同学年・異学年の児童生徒相互間で受ける刺激の種類と量・質が不足気味で，切磋

琢磨して成長する場が少ない。そのため教職員と地域住民等とが連携して以下（１）～（３）の開発的な教育

活動に取り組む。特に（２）・（３）を通して共感的人間関係の育成が本校教育目標達成には欠かせない。 

（１）児童生徒の活動の場の設定（児童生徒の出番づくり）を増やす。 

（２）児童生徒が相互に役割を交替（交換）して自己決定し，その役割を果たせるように教職員と地域住民

等が指導・支援する。 

（３）児童生徒が役割を果たした際に適切な承認を行って，自己肯定感や自己有用感，自己存在感を高める。 

また、令和 6年度から中学部は県の道徳教育の研究委嘱を受け、小学部とともに校内研究を深めている。 

 

 

３．教育計画 

（１）本年度の教育の重点 

①社会に開かれた教育課程の実現 

キーワード：再構成 ，サークル ，スパイラル ，開発的・予防的・対処的な教育活動 

「何を学ぶか」，「どのように学ぶか」，「何ができるようになるか」をよりよい学校教育を通じて社会を創

るという目標を共有し，社会と連携･協働しながら，未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む。 

そのために教育の質の向上が欠かせない。学校が担うべき業務を精選・明確化し，役割分担を見直すこと

で，教職員の働き方改革を進め，教育の質を向上する。更に，活気と活力のある環境の中で，工夫した教育活

動を展開し，常に目的や目標を意識する。そして，その成果を確認共有し，喜びにできる同僚性の高い親和

性に富んだ学校集団，学年集団をつくる。 

(ⅰ)児童生徒については，志をもって自分の夢を叶えるため，日々の学習に集中できる教育環境を整える。

社会の形成者として必要な基本的資質・能力を養い，主体的で個性豊かな児童生徒を育成するためには，

児童生徒にとって学習内容がよく分かる。そして，明るく楽しい活気あふれる学校づくりが求められる。

また，一人一人の児童生徒に活力(夢・志・希望を育む等)を持たせることが，学校の諸活動に意欲的に

取り組む素地となる。そして，学校が活力を持つと考える。 
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(ⅱ)教職員については，「佐賀県公立学校の校長及び教員としての資質の向上に関する指標」（教員育成指

標）にあるとおり，佐賀県公立学校の教職員における急激な世代交代を踏まえ，複雑化・多様化する教

育課題解決のため，児童生徒の自己有用感を高め，学び続ける教職員の資質向上を行う。 

(ⅲ)児童生徒に活動の前提条件となる活動範囲（サークル）及び目的・目標を意識化させる指導・支援の

充実 

(ⅳ)各時間軸の中で，PLAN（計画）→DO（実行）→Check（評価）→Action（改善）のスパイラルを回す。 

(ⅴ)小規模校の特色を活かした児童生徒の夢・志を育む開発的・予防的・対処的な教育活動の実施 

  〇開発的な教育活動…出番→役割→承認のスパイラルを回す取組 

   ※上記（ⅳ）の PDCAスパイラルと開発的な教育活動を統合すると以下の形になる。 

    前提条件の精査 → 目標（めあて）・計画の策定 → 出番の設定 → 役割の選択・実行 → 教職員・

家庭・地域の方の指導・支援（評価１（振り返り） → 評価２（成果と課題の明確化）→ 改善策の

実施 → 他者からの承認（成長の確認） → 自己肯定感の高まり → 自己有用感の高まり …次の

活動へ 

  〇予防的な教育活動…未然防止の取組 

  〇対処的な教育活動…課題解決の取組 

(ⅵ)実社会・実生活（地域）との関連から，教科・領域学習に意味づけ・価値づける教育の実施 

②学校運営協議会制度を活かした小中一貫教育の推進 

キーワード：，４－３－２制 

 コミュニティ・スクールとしての教育活動の更なる充実に努め，地域とともにある小中一貫教育校づくり

を進める。 

(ⅰ)教育の縦軸をつなぐ（小中一貫教育（H24.4～ 13目）を活かした保小中高連携） 

○９年間を２ブロック（４－５制）に分ける佐賀市の基本方針に従い，前期（小１～４），中期（小 5～

中 1），後期（中２，３）の４－３－２制を実施 

（ブロック制を残し小学部・中学部の区切りを重視した小中一貫教育の実施） 

○小中連携加配教員を核とした小学部・中学部職員混在グループによる校内研修 

〇中→小，小→中の乗り入れ授業及びブロック内 TT等によるきめ細かな指導の実施  

○「知識・技能」を高め「思考・判断・表現力」を身につけさせる授業実践及び検証のための児童生徒に

よる授業評価の実施 

○９年間をつなぐ総合的な学習の時間の充実 

○少人数学級を生かした一人一人の児童生徒への個別指導の充実  

○小学部１年生から中学部３年生までの縦割り班活動 

○キャリアパスポート，学習記録表（学習カルテ）を活用した学びの継続性を重視した学習指導の充実 

○校区内保育所と前期・後期ブロックの連携による教育活動の実施・周知 

〇高志館高校，県立大和特別支援学校、県立ろう学校との交流活動，高校生を招聘しての「先輩に学ぶ」

の実施 

○各行事等での振り返り発表を重視し，自らの意見を公の場で述べられる児童生徒の育成 

(ⅱ)教育の横軸をつなぐ（学校運営協議会制度（H27.4～ 10年目）を活かした地域連携） 

○学校運営協議会の熟議を反映した学校運営 

  学校運営協議会の「学び部」・「育ち部」との連携を促進し，学校教育活動の充実を図ると共に地域活

性化への貢献に努める。 
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○教育目標や教育活動理解のため，地域・保護者に向けた各種たよりの発行 

○佐賀市教育の日，フリー参観デー等における地域連携授業 

○地域諸団体・育友会との合同行事の工夫（例，松梅校区体育祭，松梅公民館主催「松梅みにきてん祭」） 

○地域人材を活用した授業の工夫（例，名尾和紙作成体験活動・学習，干し柿作成体験活動・学習，地域

産業学習） 

〇地元企業、地元農家と連携したキッズマート、職場体験学習 

○学校評価及び学校関係者評価の活用 

○各行事等での振り返り発表を重視し，自らの意見を公の場で述べられる児童生徒の育成（再掲） 

 

③安心・安全な学校づくり（集団に不適応を起こしている児童生徒への対応） 

集団に不適応（問題行動，不登校及び不登校傾向等）を起こしている児童生徒の主たる要因の分析から外

部機関及び専門家と連携して確かな手立てをとる。特に愛着が育っていない児童生徒，特別な支援を要する

児童生徒に対し，集団への不安を緩和するとともに，集団への帰属意識を高め社会化するための校内の指導・

支援体制を構築し，改善に向けての取組を行う。 

（本校では，集団への不適応を二つに大別している。一つは，不適応状態が内面に影響を及ぼす不登校，も

う一つは外部への行動という形で現れる問題行動である。集団への不適応を不登校と問題行動の両面で把握

して，不適応の児童を減らすことに取り組んでいる。） 

※①～③については，①で記した PDCA のスパイラルで教育活動を実施する。特に年度毎の時間軸で区切る

と，P（計画）と A（改善）を適切に行うことで次年度へのスパイラルを回す。 

（２）佐賀市の特色ある取組について 

①幼・保・こ、小、中連携の取組  

 ア 基本方針 

 ・佐賀市が接続期に育てたい子ども像「安心感を持ち，意欲的に学んでいる子ども」を目指し，幼･保･こ、 

  小、中が連携してそれぞれの教育の充実を図るために交流を通して，相互理解を図る。 

 ・「小中連携教育～小中一貫教育」へのステップ表に基づき，９年間を見通した年間計画等を作成し，教職 

員の共通理解を図りながら滑らかな接続ができるよう，計画的に取り組んでいく。 

イ 具体的取組  

★〇幼･保･こ、小の連携 

・小学校の学習や生活習慣に慣れることができるように，「えがお わくわく」プロジェクトを積極的に 

活用し，生活科を中心とした合科的で関連的な取り組みを行うことで，スタートカリキュラムを実施す 

る。 

・芋苗植え（５月），芋掘り（11月）などを通して，互いの育ちと学びを確かめ合い，つながりを意識し

た指導を図る。 

・合同の体験活動やお互いの行事参加を通した交流を充実させ，相互理解を図る。 

・新入学児学校体験時に新入学児童と小１年生の交流活動を行い，学校探検や授業体験等の活動を通して，

新入学に向けての円滑な移行を図る。 

・幼保職員の小１の授業参観，夏季休業中の小学部教職員の保育参観，幼保小職員合同研修会を実施する。 

・職員の意見交流を行い，入学後の児童の様子や次年度の新入児の情報を共有する。 
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〇幼･保･こ、小、中の連携 

・中学２年生による保育所職場体験(７月)，体育祭（10月），中学 3年生による保育実習(11月)等による

交流活動を推進する。 

・体験活動の中で，それぞれの教育活動の実態から見る成長段階の理解を図る。 

〇小中一貫教育による９年間をつなぐ確かな学びと豊かな心の育成 

・小１～小４までの４年間を前期(基礎期)，小５～小６，中１までの３年間を中期（定着期），中２～中３

までの２年間を後期（発展期）とし，４・３・２制とする。 

・中学部教員による年間を通した担当授業や専門性を生かした乗り入れ授業，小中学部合同による授業研

究会を実施する。また，小学部６年生は卒業式を終えた後，修了式までを中学部に登校し，中学部への

円滑な移行を図る。 

・９年間を見通した学習指導・生徒指導・特別支援教育・教育相談体制の連携を強化する。 

・道徳科や総合的な学習を通して，「ゆめノート」を活用し，郷土愛をもとに自分の夢や目標に向けて努 

力する気持ちを高める教育活動を推進する。 

 ・縦割り班の活動を取り入れた松梅オルレ（５月），体育祭（９月），柿むき大会（11月）を実施し，相

手を思いやる心やふるさと松梅を思う心を育成する。 

 

 

②「いじめ・いのちを考える日」の取組  

ア 基本方針 

・佐賀市立小中一貫校松梅校「いじめ防止基本方針」に基づいた指導を行う。 

・特別な教科 道徳や特別活動との関連を図り，いじめや人権について考える授業を計画的に行う。 

・「いのち」「心」「権利」を柱に，人としての生き方を指導し，自己肯定感の醸成を図る。（SDGｓ） 

・気になる事案については，家庭連絡・訪問，個人懇談，学年育友会等を通して，保護者や地域と連携を図

る。また, 適宜ＳＣや専門機関と連携し対応にあたる。 

イ 年間を通しての取組 

・「人権集会」を実施することにより，いじめは絶対に許さない環境づくりを推進するとともに，人権と

「いじめ」との関わりに触れながら，いじめを「しない」，「させない」，「見逃さない」集団を形成す

る。 

・ＱＵテストを活用し，個人や学級全体としての集団の関係性を把握し，いじめの早期発見・解決に努め

る。 

・沖縄慰霊の日にちなみ６月 23日に平和集会を行い，平和・命の尊さを学ぶ。 

ウ 毎月の取組 

★毎月１日を「いじめ・いのちを考える日」と定め，毎月の心のアンケートや生活アンケートを通して，児

童・生徒の実態把握をし，いじめ等の早期発見に努める。また，個々の児童・生徒の困り感を把握し，学

級づくりや集団づくりに生かす。 

・毎月「生徒指導・校内支援協議会」を開き，目指す子ども像に向かって適切な指導・支援が行われている

か確認する。  
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エ 各部の取組 

＜小学部＞ 

・教育相談週間を設定し，担任と個別に面談を行い, 子どもの悩み等に寄り添うことができるようにする。 

・毎週職員連絡会において「気になる子」の共通理解の時間を設ける。 

・道徳や特別活動での授業，人権集会・平和集会等学校行事を通して，命の尊さを学ぶ。 

・各学期の始業式で，「いじめ０の約束～レインボーさくせん～」を，全校児童で唱和する。 

・５月と１２月の「いじめ防止強化月間」にはいじめや人権に関する道徳の授業を行い，いじめや人権に

ついて考える。また児童会（運営委員会を）中心に「いじめ防止標語コンクール」に取り組む。 

・「ぽかぽかの木」活動として，友達のよい行動を「ぽかぽかの実」として募集し，給食時間に紹介するこ

とを通して，友達を敬う心情を育てる。 

 

＜中学部＞ 

・月に１回，「いじめ・いのち」に関わる講話を職員が輪番制で行い，「いじめ・いのち」について考えを 

深めさせる。 

 ・月１回の「いじめ・いのちを考える日」には，人権作文等の朗読を電子黒板等で流し，「いじめ・いの 

ち」について考えさせている。 

・人権講話を聞いたり，人権作文・標語づくりに取り組んだりする。 

・各学期の始業式や生徒朝会で，全校生徒で「いじめゼロ宣言」を唱和する。 

・定期的に教育相談や保護者面談を実施し，「いじめ」に関する情報収集をして，情報共有を行う。 

・特別支援学校との交流活動を通して，それぞれの個性や立場を尊重しながら他者とふれあう心を育てる。 

  

 

③市民性を育む取組  

ア 基本方針 

☆・地域の｢ひと・もの・こと｣を生かした行事や単元を構想する。その際に学校運営協議会等を通して学

校・家庭・地域が、目標やビジョン、育みたい資質・能力を地域と共有した上で連携・協働する。 

・学校行事や生活科，総合的な学習の時間の学習を通して，地域に対する誇りと愛情を育み，「ふるさと松

梅を担う子どもの育成」を目指す。 

・育友会や自治会と連携を図り，松梅オルレ，松梅校区体育祭，柿むき大会等の行事を実施することを通

して，地域の一員としての自覚を高め，松梅のよさや愛着を深めさせる。 

・地域の人々と積極的に触れ合うことで，豊かな情操を育成するとともに，地域の自然や郷土を愛する心

を育てる。 

・地域に出向いてのボランティア活動に積極的に参画させることにより，社会の形成者として必要な基本

的資質・能力を身につけ，主体的で個性豊かな児童生徒を育てる。  

 

イ 具体的取組 

＜小学部＞ 

・地域ボランティアと一緒に，町探検，干し柿作り，和紙作り等の様々な体験活動をする機会を設ける。 
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・松梅の様々な特産物に携わる地域の名人の方に学ぶ。 

・佐賀県，佐賀市の地理的な内容や歴史的な事柄の基礎的なことについて学ぶ。 

・「ふるさと学習支援事業」（５，６年生，３，４年生）を活用して佐賀市の歴史施設等の見学を行う。 

＜中学部＞ 

・地域からゲストティーチャーを招き，松梅地産を活かした加工食品作りや商品開発をする。 

・進路学習として職場体験を実施し，社会性や規範意識を育む。また，自分の進路を考える機会とする。 

・修学旅行に向け，地域と旅行地の文化や歴史，産業等についての共通点や特徴等について関連付けた学

習を行う。 

・１，２年生で学んだ内容をふまえ、中学 3年時に，学校 HPで地域外に発信する。 

・ボランティア活動や清掃活動への積極的な参加の推進を図る。 

・＜小中学部合同＞ 

・小中の縦割り班を活用して，地域への朝のあいさつ運動等に取り組む。 

 ★・「松梅オルレ」や「柿むき大会」を通して，小中の縦割り班の仲間と，歴史的な事柄，松梅の特産物や

伝統行事について学び，児童生徒の松梅に対する見聞を広め，そのよさを知り，ふるさと松梅に対する

郷土愛を育む。 

 

 

（３）指導の重点７項目 

①「いのち」を守る教育の充実（安心・安全な学校づくり） 

ア 基本方針 

・安心・安全に過ごせる学級経営（いじめを許さない人間関係の構築）を推進する。 

・気軽に何でも相談できる校内相談体制を充実する。（教育相談週間，アンケート調査等 

の充実） 

・学校教育全般を通して行う道徳教育において，「生命尊重」の指導を重視する。（SDGs） 

・交通ルールの重要性を理解させるとともに，交通ルールに則った道路の正しい歩き方，自転車の乗り方

を具体的な活動を通して身に付けさせ，これを守る態度を養う。 

・危機管理マニュアルに基づいて指導を行う。 

・校内に侵入した不審者から，児童生徒・職員の生命を守るための速やかな避難誘導と敏速・的確な対応

が取れるようにする。 

・児童生徒が危機に出くわした場合のケースに応じた，具体的な対処方法の習得及び日常生活の安全に対

する心構えを理解させる。火災に際して措置を講じ，素早く安全に避難する能力や態度を養う。また，

防火に対する意識と実践力を高める。 

・危機管理（交通安全教室,不審者対応,水難事故防止,地震･火災避難訓練,大雨・水害に伴う引き渡し避難

訓練等）について，育友会（保護者）との連携を図り，学校運営協議会とも協力して取り組む。 

イ 各部の取組 

＜小学部＞ 

(ア) 安全に関することがらを理解させ，児童がいつでも安全に的確な行動ができる能力と態度を育て
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る。 

(イ) 定期的に校内の安全点検を行い早期発見・早期対応に努め，事故を未然に防ぐ。 

(ウ) 保護者や地域との連携を十分に深めることを通して，学校内外の安全確保に努め，事故を未然に

防ぐ。 

＜中学部＞ 

(ア) 基本的な生活習慣を身につけ，安全に気をつけて行動ができるようにする。 

(イ) 定期的に校内の安全点検を行い，事故を未然に防ぐ。 

(ウ) 自他の生命を尊重して，安心で安全な生活ができるようにし，いじめを許さない人間関係を構築

する。 

(エ) 安全についての意識と視野をひろげ，危険予知能力を向上させて的確な判断のもとに安全に対す

る予防対策の行動ができるようにする。 

 

②主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善（学力向上） 

ア 基本方針 

・各教科において，児童生徒が見方・考え方を働かせながら，知識を相互に関連付けたり， 

情報を精査したり，解決策を考えたりする等の過程を重視した学習の充実を図る。 

 ・児童生徒の実態を把握し，課題を明確にしながら，単元や題材など内容や時間のまとま 

りをどのように構成するのかという観点で，校内研究として全教職員が取り組み，授業 

改善を行う。 

 ・学力向上対策評価シートに記述する内容と、学校評価計画表に記述する内容を統一し、学校を挙げて全

職員が学力向上に努める。 

イ 各視点に向けての取組 

〇主体的な学びの視点 

・電子黒板やタブレット端末を活用した効果的な授業について研修を行い，スキルアップ 

を図る。 

★・単元の評価計画を意識した授業展開を行っていく。また，振り返りシートを活用し，３観点の評価の

仕方を明示することで，児童生徒の主体的に学ぶ姿勢の向上を図る。 

・学習カルテ等を活用した学習相談の充実，個に応じた自主学習の実践を行う。 

・朝の時間の活用や家庭学習パワーアップ週間での取組を充実させ，基礎学力の定着を図る。また，補充・

発展的学習支援に取り組むなど，少人数学級を生かした一人一人の児童・生徒への指導の充実を図る。 

〇対話的な学びの視点 

★・学習過程の中で，自分の意見や考えを発表し，交流する機会を充実させる。 

・本時の学習の流れを黒板に書いたり，ペア学習・グループ学習の中で，活動のねらいや評価の視点を明

示したりすることで，目標を意識した対話的な学びの充実を図る。 

・学力向上に向けて，小中が共通して取り組めるものを探り，実践する。 

〇深い学びの視点 

・中学部の専門性を生かした小学部への乗り入れ授業等を行い，小中一貫校として指導の充実を図る。 

・各学年の横断的な指導や，教科ごとの小中の学習のつながりを示す縦断的な指導を活用し，授業実践に

活用する。 
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・小学部・中学部教職員混在グループによる校内研修を実施し，小中相互の授業公開，小学部・中学部の交

流授業を通して，児童生徒の学習状況を把握し，９年間を見通した指導を行う。さらには，他教科，異学

年，異校種との連携・合同授業カリキュラムを創造し，実践する。 

★・各教科等の特質に応じた「見方・考え方」をはたらかせながら、知識を相互に関連付け 

て理解を深めたり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見出して解決策を考えた 

りできるように学びの過程をデザインする。 

③特別支援教育の充実  

ア 基本方針 

・学習や生活場面でのつまずきの有無や個々の違いを認識し，様々な児童生徒がいきいきと活躍できるよ

うな共生・協働の社会の基礎となる態度や心情を養う。 

★ユニバーサルデザイン教育の視点に立った学級経営・各教科等の授業・学習環境の整備を行う。また，

支援を要する児童生徒については，特別支援教育コーディネーターが担任と共に「個別の教育支援計画」

や「個別の指導計画」、「自立活動計画」を作成し，全教職員の共通理解を深め，一人一人の特性等に応

じた合理的配慮の提供を行う。（SDGｓ） 

・発達障がい等についての理解を図るため，研修を行いながら職員のスキルアップを図る。 

・市教育委員会，保護者，専門機関と連携し，支援体制の充実を図る。 

・特別支援教育コーディネーターが中心となり，保護者や地域住民への啓発活動を推進する。 

 

イ 具体的取組 

★支援を要する児童生徒については，「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」を作成し，各学期 1回

は小中合同の生徒指導・校内支援協議会で情報交換をし，実態把握を行った上で具体的にどのような支

援を行い，どのような変容が見られたかについて共通理解を深めて，支援体制を強化していく。 

★小中合同の特別支援教育研修会を開催し，全職員が支援を要する児童生徒への理解を深め，対象となる

児童生徒の実態に即した適切な支援ができるようにする。また，巡回相談及び専門家の派遣事業等を必

要に応じて活用し，個に応じた対応ができるように常に研鑽に努める。 

・教室や掲示物の整備，授業の板書や発問の仕方の工夫など，授業のユニバーサルデザイン（ＵＤ）化を図

る。 

・フリー参観デーや個人懇談、児童・生徒作品展を活用し、保護者や地域住民への啓発活動を推進する。 

・自立活動の時間における指導を中心として、児童生徒の実態に応じた自立活動を行う。 

 

 

④生徒指導の充実        

ア 基本方針 

・児童・生徒の実態把握とその指導についての共通理解を図り，「発達支持的生徒指導」（全生徒が対象、

自己決定の尊重、資質・能力の育成、安心・安全な環境づくり）及び、「開発的な生徒指導」（「出番」

を与え，その「役割」を遂行させ，その行動を「承認」する）を実践し，「自発的・主体的に自らを成長

させ、社会の中で自分らしく生きることができる児童生徒」の育成に取り組む。 

・毎月の「生徒指導・校内支援協議会」を開催し，情報を共有化すると共に，「心のアンケート」や教育相
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談によって，より深い児童理解・生徒理解に努め，いじめや不登校，問題行動を未然に防ぐ。また，スク

ールカウンセラーとの連携を図り，児童・生徒一人一人の心の安心・安全を図る。 

・生徒指導担当の情報交換を密にし，小中の育ちをつなぐ。 

イ 具体的取組 

（ア）いじめへの対応 

〇未然防止 

  ・「いじめは絶対に許されない行為である」という認識を持たせる指導を日頃から行う。 

  ・年に１回，スクールカウンセラーによる「心の授業」を行う。 

  ・特別の教科 道徳では思いやりのある豊かな心を育てるように，計画的な指導を行う。 

  ・インターネットに関わるトラブル等の防止のために情報モラル教育を計画的に行う。 

  ・毎学期の始業式に「いじめゼロ宣言」「いじめ０の約束」の唱和を行う。 

〇早期発見 

・日頃から教職員が児童生徒の様子を注意深く見守り，声掛けを行う。 

・生徒指導･教育相談部会や職員連絡会（気になる子について）で情報共有を図る。 

  ・毎月１回の生活アンケートと年２回の教育相談を実施し，いじめの実態把握に努める。また，アンケ

ートや教育相談は，必要に応じて随時行う。 

〇早期対応 

  ・いじめの兆しが見られた際には，迅速に情報共有を行い，いじめ防止対策委員会を開催し，組織的に

対応する。 

  ・家庭への連絡を迅速に行い，いじめ被害児童生徒の家庭での様子を気にかけるなど，いじめ被害児 

童生徒の学校生活での安全と安心を優先する。 

  ・家庭との連携を図りながら，いじめ加害児童生徒が自ら反省できるように促す。 

〇再発防止 

  ・いじめの被害児童生徒はもちろん，加害児童生徒に対しても，いじめ防止対策委員会を中心としなが

ら，教職員が組織的･継続的に心に寄り添った指導を行う。また，随時教育相談を行ったり，スクール

カウンセラーと連携したりしながら，居場所づくりや絆づくりに努める。 

  ・いじめの被害児童生徒及び加害児童生徒の家庭と定期的に連絡を取り合い，情報共有を図る。 

★（イ）不登校への対応 

  ・生徒指導･教育相談部会や職員連絡会（気になる子について）で情報共有を図る。 

  ・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、サポート相談員と情報共有をしながら，必 

要に応じて面談や家庭訪問を勧める。 

  ・月１回の生徒指導･校内支援協議会で教職員の周知を図り，グループローラーによる組織的な支援を行

い，担任のみの支援とならないようにする。 

  ・必要に応じて，「くすの実」や教育センターなどの関係機関との連携を図る。 

  ・欠席が増え始めた児童生徒への早期支援として、本人・保護者が望む場合、学校と家庭をオンライ 

ンでつなぐ支援を行う。 

（ウ）問題行動への対応 

  ・児童生徒の実態を判断して、効果的に集会を実施するなど，予防的指導を行う。 

・情報モラル教育（インターネットやスマートフォン使用上の注意）の講演会等や授業等を計画的に 

 行い，正しく判断力を育てる。 
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※ 県生徒指導連盟作成の「ＳＮＳトラブル指導資料」の活用 

・「防煙教室」「薬物乱用防止教室」「暴排教室」を，計画的に実施する。（SDGｓ） 

・生徒指導・教育相談部会や職員連絡会(気になる子について)を開き，情報共有等を行う。 

・問題行動発生時には，生徒指導・教育相談部会と連携しながら，組織的に対応する。 

・生徒指導・校内支援協議会を通して,指導力の向上を図る。 

・必要に応じて，学校問題解決サポート相談員を活用する。 

（エ）その他 

  ＜小学部＞ 

   ・毎月の「生活のめあて」の確認 

   ・集団下校の徹底（下校方法の確認，一人で帰さない工夫） 

   ・防犯ブザーの所持の確認 

   ・交通事故・連れ去り・声かけ等についての安全指導 

   ・緊急メールによる家庭との連携強化と「子ども見守り隊」による地域協力要請 

  ＜中学部＞ 

   ・毎月の生活目標を提示し，生徒会が自主的に活動に取り組むように指導する。 

   ・年度初めに，校則について生徒会と校則検討委員を中心に話し合う場を設定し，生徒の公の場に 

ふさわしい身だしなみや立ち居振る舞い等の観点から考えさせ，自主的に確認や見直しにも取 

り組ませる。 

 

⑤人権・同和教育の充実  

ア 基本方針 

部落差別に対する科学的認識を深め，あらゆる差別を許さぬ意志と実践力を持った人物の育成をめざ

す。そのためには，憲法や教育基本法の精神に基づき，教育活動の全教科・全領域の中で一人一人を大

切にすることを身につけさせることが大切である。すべての児童生徒が性的マイノリティ等の多様な人

権課題についても，発達段階に応じた学習を重ね，差別を許さない民主社会の形成者となることを目指

す。  

学校教育全体を通じて，人権の尊重，部落史の学習,男女の平等，相互理解・協力についての指導の充

実を図るとともに，教科書などの教材においても適切な配慮がなされるよう留意する。また，自立の意

識を育む教育，一人一人の個性や能力を尊重し，児童生徒が主体的に学び，考え，行動する姿勢を育む

教育を推進する。 

学校行事などの学校運営や育友会活動などの地域活動が，性別に基づく固定的な役割分担を前提に行

われることがないよう留意する。 

 

イ 具体的取組 

（ア）人権･同和教育について 

＜小学部＞ 

★１学期に人権集会を行い、①人権とは何かを知り、②自分や友達の命・考え・心を大切 

にすることを知り、③絵本の朗読を聞いたり、心を育てる歌を歌ったりして人権につ 

いて考えさせる。  
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・人権標語づくりや「ぽかぽかの木」の取組，川柳づくりを行い，人権についてじっくりと考えさせる

学習の場を計画・実践し，人権意識を高める。 

＜中学部＞ 

・社会科と学年との連携により部落史の学習等について工夫し実践することで，生徒の 

人権意識を培う。 

★月１回の「いじめ・いのちを考える日」には，ふれあい集会を設定し，「いじめ・いのち・人権」に

関わる講話を教職員が輪番制で行い，人権意識を高める。 

・毎月１日の給食に時間に、人権作文の優秀作品を生徒の朗読により録音しておき、校内放送で紹介す

る。 

＜小中学部合同＞ 

・人権に関する授業や小中合同での講演会を行い，互いに認め合い助け合っていく心情を育て，差別を

許さない強い意志を持った児童・生徒と差別のない集団づくりに力を入れる。（SDGs） 

＜職員＞ 

・人権・同和教育についての職員研修や一人一研修を年度当初に計画し，人権意識の高 

揚に努める。 

（イ）多様な人権課題について（ＬＧＢＴＱ等）（SDGｓ） 

＜小学部＞ 

・体育科の保健領域や道徳科，家庭科などにおいて，発達段階に応じた男女平等教育や多様な人権課題

についての教育を行う。 

＜中学部＞ 

・男女共同参画社会に関する授業を行う。 

・年１回，性教育講演会を行い，自らを大切にする姿勢を育てる。 

 

⑥グローバル時代に対応する外国語教育の充実  

ア 外国語科 （小学部高学年） 

（ア）基本方針 

  ★言語や文化の違いを認め，国際理解を深める。 

★聞くこと話すことを中心に英語に慣れ親しみ，コミュニケーションを楽しむ態度を育成する。 

（イ）具体的取組 

・ＡＬＴや地域人材を効果的に活用し，積極的にコミュニケーションを図る基礎となる資質・能力の育

成を図る。また，外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませながらコミュニケーション能力の素地

を養う。さらに，体験的な理解を通して中学部の外国語教育につなげていく。 

・少人数であることを生かし，言語活動の充実を図る。電子黒板を効果的に活用し，資料を提示した

り，音声を聞かせたり，基本的な表現に繰り返し触れる学習をさせたりする。 

イ 外国語科 （中学部） 

（ア）基本方針  

★小学部との学びの連続性を図りつつ，中学部卒業時には社会的な話題について情報や考えなどを理解

したり簡単な語句や文を用いて表現したり伝え合ったりすることができるように指導を行う。 

（イ）具体的な取組 
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・英語で授業を行うことを基本とする。 

・少人数で授業を実施できる特性を活かし，一人一人を詳細に観察する。それにより，それぞれの習熟

度を正確に把握し，きめ細かな指導につなげる。 

・授業においてペアやグループで生徒が英語で言語活動を行う場面を多く設定する。 

・「聞くこと」「読むこと」「話すこと（やり取り）」「話すこと（発表）」「書くこと」の言語活動をバラ

ンスよく授業に取り入れる。 

・ALTや地域人材等を活用し、状況や相手に配慮しながら、自分の考えや気持ちを伝える言語活動やパ

フォーマンステストを繰り返し行う。 

・面接・スピーチ・プレゼンテーション・エッセイなどの「パフォーマンステスト（目的・場面・状況

を設定し，複数単元の学習内容を通して習得した内容を活用できる機会）」を行い，4技能5領域（「聞

くこと」「読むこと」「話すこと（やり取り）」「話すこと（発表）」「書くこと」「聞くこと」）などをバ

ランスよく活用する場を計画する。 

・外国語教育における全国学力・学習状況調査及び県学習状況調査の結果を個別に分析し，指導に生か

す。 

ウ 小中学部の連携 

（ア）基本方針 

★小学部，中学部を通して各学校段階の学びを円滑に接続できるように連携を行う。 

（イ）具体的取組 

・小学部，中学部を通し，各学年に応じた学習到達目標を設定し，共有する。 

・中学部英語科の専門性を生かし，ティームティーチングによるきめ細やかで個に応じた指導を行う。 

・担当間で綿密な打合せを行うことで，小中の学習内容がなめらかにつながるようにする。 

 

 

 

⑦情報教育の充実  

ア 基本方針 

☆情報手段の基本的な操作の習得やプログラミング的思考,情報モラル等に関する資質・能力等を身につけ

させる。 

イ 具体的取組 

 〈小学部〉 

・学習用端末を各教科等の学習において積極的な活用をしたり、家庭に持ち帰って課題に取り組ませたり

することによって、情報手段に慣れ親しみながら適切に活用できるようにする。 

・各教科や総合的な学習の時間等において，プログラミング教育を年間計画に沿って行う。 

〈中学部〉 

・情報手段を適切かつ主体的，積極的に活用できるようにする。 

・技術・家庭科（技術分野）において，ネットワークを利用したプログラミングによる問題解決や計測・

制御のプログラミングによる問題解決をできるようにする。（プログラミング教育） 

 また、情報セキュリティ等に関わる基礎的な技術の仕組み及び情報モラルの必要性についても理解させ

る。 
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〈小中学部合同〉 

・電子黒板・学習用端末・ＩＣＴ教材の効果的な活用について研修を行う。 

・ＩＣＴ利活用（電子黒板・学習用端末等）教育の推進を図り，学力向上を目指した授業改善に取り組

む。 

・育友会と連携し，小学部５・６年生，中学部全学年を対象とした情報モラル講演会を実施する。 

 

 

（４）各教科等 

 

 

 

各 

 

 

 

 

 

 

教 

 

 

 

 

 

科 

 

 

 

 

 

①９年間をつなぐ確かな学びの育成 

(ア）小中学部職員で，学習過程（「めあての提示」「一人学び・協働学習」「ふりかえり」）や

活用する力（言語活動の充実）を視点とし，主体的・協働的な学習態度の育成を図る。 

(イ）中学部の教師の専門性を生かした小学部への乗り入れ授業や小中相互の授業参観等，小

を通して，児童生徒の学習状況を把握し，９年間を見通した指導を行う。 

(ウ）電子黒板や端末の授業での効果的な活用について研修を行い，スキルアップを図る。ま

た，ICTを活用し，効果的な指導を行う。 

(エ）学習指導案検討会，研究授業，授業研究会を小・中学部職員で行い，授業の質の向上を

図る。 

(オ）各教科の学習を他の教科や領域，学校行事などと関連させ，教科横断的・縦断的な学習

の実践に努める。 

(カ）発表を活性化させるために，発表やまとめ，論述，意見交換などに電子黒板やホワイト

ボードを活用する。 

(キ）すべての教室に授業の過程を示す「めあて」「見通し」「考え」「まとめ」「ふりかえり」

のカードを用意し，小・中学部で指導過程をそろえて授業を行う。 

(ク）少人数学級を生かした一人一人の児童・生徒への個別指導を充実させる。 

(ケ）「個人カルテ」を活用した学習相談を行い，児童一人一人に明確な目的を持たせ，朝のス

キルタイムや自主学習を充実させる。 

(コ）言語文化の広がりを持たせるために，川柳づくりやカルタ，百人一首に取り組む。また，

各種スピーチコンテストへの出場を促す。 

(サ）毎月１週間を「家庭学習パワーアップ週間」とし，「学習の手引き」を活用した家庭学習

習慣の定着・強化を図る。 

 

 

②各教科 

ア 国語科 

＜小学部＞ 

国語科では，国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力の育成を図る。そのために児 

童が「言葉による見方・考え方」を働かせ，言語活動を通して，言語感覚を養い，表現力や 

思考力，想像力を養う活動を行う。 
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（ア）主体的な学びに向けて，単元を貫く言語活動を工夫し，児童が見通しを持って主体

的に学ぶ力を育てる。 

（イ）対話的な学びに向けて，スピーチタイムを国語の時間に設定し，学年に応じためあ

てを持ってスピーチをしたり聞いたりさせることで，自分の思いを他者に効果的に伝

えるための工夫をさせる。 

（ウ）深い学びに向けて，言葉の働きや特徴，きまり等について理解させる場面を設け，

語彙を豊かにし，言語感覚を養う。 

＜中学部> 

国語科では，国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力の育成を図る。そのために，

生徒が｢言葉による見方・考え方｣を働かせ，言語活動を通して，言葉の特徴や使い方などを

理解し自分の思いや考えを深める活動を行う。 

（ア）主体的な学びに向けて，生徒自身が見通しを持って学習できるように，単元を貫く

言語活動を重視する。また，デジタル教科書や ICT を利活用し，効果的な指導を行

う。 

（イ）対話的な学びに向けて，共同的な学習態度を育てるために，学び合いやグループ活

動の中で役割分担の明確化やホワイトボード及び一人一台端末の活用を行う。 

（ウ）深い学びに向けて，語彙を広げたり自分の考えを深めたりするために，相手意識や

目的意識を明確にしながら，意見交流する機会を随時設ける。また，他教科の学習等

と連携する。 

イ 社会科 

＜小学部＞ 

社会科では，主体的に生きる平和で民主的な社会の形成者に必要な公民としての資質・ 

能力の育成を図る。そのために「社会的な見方・考え方」を働かせ，課題を追及したり，解   

決したりする活動を行う。 

（ア）主体的な学びに向けて，「問い」を持つような教材や学習活動を工夫したり，既習 

学習を想起し，見通しを持って学習したりできるように仕組んだりする。 

（イ）対話的な学びに向けて，学びの形態を工夫したり，言語活動を充実させたりする。 

（ウ）深い学びに向けて，社会的な見方・考え方ができるように，教材の提示の仕方や発 

問を工夫する。 

＜中学部＞ 

社会科では，国家及び社会の形成者に必要な公民としての資質・能力の基礎の育成を目

指す。そのために，「社会的な見方・考え方」を働かせ，他者との意見の交流や議論を通し

て，課題を主体的に解決しようとする活動を行う。 

（ア）主体的な学びに向けて，生徒が見通しをもち，意欲的・主体的に学習に取り組める

ように「単元を貫く問い（時事問題を取り扱う）」を学期に２回以上実施する。また，

ICT機器を利用して，情報をもとに問いを考察させる。 

（イ）対話的な学びに向けて，他者との理解や考えの交流を通して，自己の理解や考えを

深めるために，学び合いやグループ学習，討論授業を取り入れる。また，ICT機器を

利用して学級全体の意見の交流を促す。 

（ウ）深い学びに向けて，思考をまとめ表現する力を身に付け，他者に説明する力を身に
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付けるために，振り返りシートやレポートを作成する。さらに第三者（ラーニング・

パートナー）に説明することで，自身の考えを再構築させ深い学びにつなげる。 

ウ 算数科･数学科 

＜小学部＞ 

   算数科では，日常の事象を数学的に考える資質・能力の育成を図る。そのために数学的な 

見方・考え方を働かせ，数学的活動を通して，基礎的・基本的な概念や性質などを活用し， 

筋道を立てて考察したり，目的に応じて表現したりする活動を行う。 

（ア）主体的な学びや対話的な学びに向けて，自力解決の時間を確保し，自分の考えを友 

  だちや全体の場で説明させることによって，自分の言葉で伝える力を育てる。 

（イ）基礎的・基本的な知識・技能を確実に定着させるために，反復練習を繰り返した

り，小テストをしたりする。 

（ウ）深い学びに向けて，既習内容を活用できる場面を設けたり，数学的活動の楽しさや 

 数学のよさに気づけるような授業を仕組んだりしながら多面的な学びができるよ

うにしていく。 

＜中学部＞ 

   数学科では，事象を論理的に考察して，数量や図形などの性質を見いだし，統合的に・発

展的に考察する資質・能力，数学的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・的確に表現する資

質・能力の育成を図る。そのために，「数学的な視点による見方・考え方」を働かせ，具体

物を操作したり，予測を立てたり，互いに考えを表現し伝え合ったりする活動を行う。 

（ア）主体的な学びに向けて，電子黒板・教具・タブレットＰＣを有効に利用し，視覚的

にわかりやすい授業や，操作的・体験的な活動が多い授業を実施する。 

（イ）対話的な学びに向けて，協働的な学習態度を育てるために，意見交換の場面の充実

を図る。 

（ウ）深い学びに向けて，問題解決能力を養うために，課題解決型の授業を実践し，かく

活動・協働して考える活動を充実させる。 

エ 理科 

＜小学部＞ 

   理科では，自然の事物・現象についての問題を科学的に解決するために必要な資質・能力 

の育成を図る。そのために自然に親しみ，理科の見方・考え方を働かせ，見通しをもって観 

察・実験を行うことを通して，問題解決する活動を行う。 

（ア）主体的な学びに向けて，児童の思考の流れを大切にし，見通しをもたせる計画的な  

指導を行う。 

（イ）対話的な学びに向けて，科学的な見方・考え方を常に意識した実験や観察を行い，

結果を比較しながら意見交流し，まとめさせる。 

（ウ）学習過程における自己確認としての振り返りを取り入れながら，深い学びができ  

る授業を組み立てていく。 

＜中学部＞ 

理科では，自然の事物・現象を科学的に探究するために必要な資質・能力を育成すること

を目指す。そのために生徒が科学的に探究する見方・考え方を働かせ，自然の事物・現象に

ついての理解を深めるために必要な観察，実験などの活動を行う。 
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（ア）主体的な学びに向けて，生徒が自然の事物・現象に進んで関わり，主体的に探究し

ようとする態度を育てるために，自然の大切さや科学の有用性を実感できるような

場面を設定する。そのために，デジタル教科書や ICT も利活用し，効果的な指導を

行う。 

（イ）対話的な学びに向けて，実験や観察，探求の過程において，グループ活動や学びあ

う活動を行う。 

（ウ）深い学びに向けて，人間が自然と調和しながら持続可能な社会をつくっていくた

め，身の回りの事象から地球規模の環境までを視野に入れた学習を行う。 

オ 生活科 

＜小学部＞ 

生活科では，児童が自立し生活を豊かにしていくための資質・能力の育成を図る。そのた 

めに，具体的な活動や体験を通して，身近な生活に関わる見方・考え方を生かし，生活上必 

要な習慣や技能を身に付けたり，自分自身や自分の生活について考え表現する活動を行う。

（ア）主体的な学びに向けて，児童の思いや願いを大切にしながら，様々な学習活動に取 

   り組ませ，相手意識を持たせた表現活動へとつなげる。 

（イ）対話的な学びに向けて，児童が自分以外の他者との対話を通して，学習活動を広げ 

たり深めたりできるような授業を組み立てる。 

（ウ）深い学びに向けて，体験を通して得た気づきを大切にし，児童の活動状況に応じた

適切な働きかけをし，深い学びになるように仕組んでいく。 

カ 音楽科 

＜小学部＞ 

   音楽科では，生活や社会の中の音や音楽と豊かに関わる資質・能力の育成を図る。そのた 

めに表現及び鑑賞の活動を通して音楽的な見方・考え方を働かせ，表したい音楽表現をす 

るために必要な技能を身に付けたり，音楽に対する感性を育んだりする活動を行う。 

（ア）主体的な学びに向けて，児童の興味・関心を活かし，自主的・自発的な活動が促さ

れる指導法の工夫をする。 

（イ）対話的学びに向けて，習得した知識や技能を活かし，自分の発想やイメージを大事

にしながら表現し，発表できる授業を実践する。 

（ウ）深い学びに向けて，表現や鑑賞等で感じ取った音楽のよさや美しさを伝え合うこ 

とを通して，豊かな心を育てる。 

＜中学部＞ 

   音楽科では，表現及び鑑賞の幅広い活動を通して，生活や社会の中の音や音楽，音楽文化

と豊かに関わる資質・能力の育成を図る。そのために音楽的な見方・考え方を働かせ，音楽

を形づくっている要素や要素同士の関連を知覚し，それらの働きが生み出す特質や雰囲気

を感受する活動を行う。 

（ア）主体的な学びに向けて，音や音楽との出会わせ方を十分に工夫する。また，生徒自

身が見通しをもって活動できるように，題材を見通した課題を設定し，学んだことの

意味や価値を自覚し，新たな課題の発見につながる振り返り活動を行う。 

（イ）対話的な学びに向けて，協働的な学びを取り入れ，音楽科の特質に応じた言語活

動，学習形態の工夫，ＩＣＴの活用を行う。 
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（ウ）深い学びに向けて，音や音楽を形づくっている要素と，自己のイメージや感情，生

活や社会，伝統や文化などを関連付けて考える活動を行う。 

キ 図工科・美術科 

＜小学部＞ 

   図画工作科では，生活や社会の中の形や色などと豊かに関わる資質・能力の育成を図る。 

そのために表現や鑑賞の活動を通して，造形的な見方・考え方を働かせ，創造的につくった 

り表現したり，造形的なよさや美しさに触れたりする活動を行う。 

（ア）主体的な学びに向けて，児童が学習のめあてや見通しをもって，粘り強く最後まで

取り組めるような授業の組み立てをする。 

（イ）対話的な学びに向けて，児童が自分の感性や資質・能力を存分に発揮できるように 

題材を設定したり，どの児童も表現できるような発想や構想の指導を工夫したり

する。 

（ウ）深い学びに向けて，友達の思いや表現の意図を考えさせながら，様々な作品を鑑賞

させる。 

＜中学部＞ 

   美術科では，生活や社会の中の美術や美術文化と豊かに関わる資質・能力の育成を図る。

そのために，造形的な見方・考え方を働かせ，表現及び鑑賞の幅広い学習の中で，造形的な

視点をもって創意工夫や発想・構想を練ったり，美術文化に対する見方・感じ方を深めたり

できるような活動を行う。 

   （ア）主体的な学びに向けて，生徒自身が見通しや目標，作品の明確なイメージをもって

制作を進められるよう，電子黒板や一人一台端末を活用して参考作品や制作の順序，

技法等の視覚的な提示や資料の収集等を効果的に行う。  

（イ）対話的な学びに向けて，作品の助言をし合ったり，作品に対する自分の思いや感じ

たことを伝え合ったりする活動を制作中及び制作後に設定する。自分の考えをより

分かりやすく相手に伝えられるよう，ホワイトボードや ICT機器を活用する。 

（ウ）深い学びに向けて，よりよい表現を求めて創意工夫し，自分の思いやイメージを豊

かに表現できるよう，制作の記録や計画，目標を明確にできる振り返りシート（制作

シート）の活用を行う。 

 

ク 保健体育科 

＜小学部＞ 

   保健体育科では，生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現 

するための資質・能力の育成を図る。そのために体育や保健の見方・考え方を働かせ，課題 

を見つけ，その解決に向けた学習過程を通して，基本的な動きや技能を身に付けたり，運動 

に親しんだりする活動を行う。（SDGｓ） 

（ア）主体的な学びに向けて，運動の内容を理解し，基本的な動きや技能が他者とのか  

かわりの中でよりよいものにできるように仕組んでいく。 

（イ）対話的な学びに向けて，集団活動の中で，思いやりやコミュニケーション能力を育

んでいく。 

（ウ） 深い学びに向けて，自分の体を大切にし，安全を意識して活動するようにする。 
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＜中学部＞ 

保健体育科では，体育や保健の見方・考え方を働かせ，課題を発見し，合理的な解決に向

けた学習過程を通して，心と体を一体として捉え，生涯にわたって心身の健康を保持増進

し豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

・各種の運動の特性に応じた技能等及び個人生活における健康・安全について理解する

とともに，基本的な技能を身に付けるようにする。 

・運動や健康についての自他の課題を発見し，合理的な解決に向けて思考し判断すると

ともに，他者に伝える力を養う。 

・生涯にわたって運動に親しむとともに健康の保持増進と体力の向上を目指し，明るく

豊かな生活を営む態度を養う。（SDGｓ） 

（ア）主体的な学びに向けて，運動の楽しさや健康の意義等を理解し，運動や健康につい

ての興味や関心を高め，課題の解決に向けて粘り強く取り組めるような学びの場を

設定したり，ＩＣＴ機器を利活用した効果的な指導を行ったりする。 

（イ）対話的な学びに向けて，練習や作戦について話し合う活動や健康の保持増進につ

いて話し合う活動などを通して，自主的な学習活動の充実を図る。 

（ウ）深い学びに向けて，学習カードの充実化と指導法の工夫を図るとともに，異学年，

異校種との交流・合同授業カリキュラムを工夫し，実践する。 

ケ 技術・家庭科 

＜小学部＞ 

   家庭科では，生活をよりよくしようと工夫する資質・能力の育成を図る。そのために生活 

の営みに係る見方・考え方を働かせ，衣食住などに関する実践的な・体験的な活動を通し 

て，日常生活に必要な基礎的な技能を身に付けたり，日常生活の中から見いだした課題を 

解決したりする活動を行う。（SDGｓ） 

（ア）主体的な学びに向けて，体験的な学習を充実し，基礎的・基本的な知識・技術の習

得を図る。 

（イ）対話的な学びに向けて，グループで話し合い活動を取り入れたり，自分の作品を発

表したりしながら，多様な考えに触れさせる。 

（ウ）深い学びに向けて，生活に必要な基礎的・基本的な知識・技術の習得を通して，自

らの生活を工夫したり，習得したことを活用したりする態度を育てる。 

＜中学部＞ 

 技術・家庭科では，生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技術の習得を通して，生活と

技術とのかかわりについて理解を深め，進んで生活を工夫し創造する資質・能力を図る。そ

のために，学び合いによる｢見方・考え方｣を働かせ，相手の考え方を理解した上で，自分の

思いや考えを深め，表現する活動を行う。（SDGｓ） 

（ア）主体的な学びに向けて，生徒の興味・関心を高めるため，時事的要素を踏まえた教

材を提示し，自己のキャリア形成の方向性と関連付けさせながら，見通しをもって粘

り強く取り組ませる。また，学習活動を振り返って次につなげさせる。 

（イ）対話的な学びに向けて，生徒同士の協働，教員や地域の人との対話，先哲の考え方

を手掛かりに考えること等を通し，自己の考えを広げ深めさせる。 

（ウ）深い学びに向けて，知識・技能を相互に関連付けてより深く理解し，情報を精査し
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て考えを形成したり，問題を見いだして解決策を考えたり，思いや考えを基に創造さ

せたりする。 

コ 外国語科 

＜小学部＞ 

   外国語科では，外国語によるコミュニケーションを図る基礎となる資質・能力の育成を 

目指す。そのためにコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ，外国語のよる聞く 

こと，読むこと，話すこと，書くことの言語活動を通して，基礎的な技能を身に付けたり， 

身近で簡単な事柄について聞いたり話したりする活動を行う。 

（ア）主体的な学びに向けて，児童の実態に応じた題材を設定したり，コミュニケーショ

ンの必然性を仕組んだ授業作りをしたりする。 

（イ）対話的な学びに向けて，場面や状況などを工夫し，目的意識や相手意識を持ってコ

ミュニケーションを行わせる。 

（ウ）深い学びに向けて，外国の異文化に対する理解を深めることで，多様な考え方に触

れさせる。 

＜中学部＞ 

外国語科では，簡単な情報や考えなどを理解したり表現したり伝え合ったりすることが

できる資質・能力の育成を図る。そのために，小学校における学び（コミュニケーションを

図る基礎となる資質・能力）を基盤として，生徒が「外国語によるコミュニケーションにお

ける見方・考え方」を働かせ，5領域（「聞くこと」，「読むこと」，「話すこと[やり取り]」，

「話すこと[発表]」，「書くこと」）の中から複数の領域を統合させた言語活動を行う。    

（ア）主体的な学びに向けて，「パフォーマンス課題（目的・場面・状況を設定し,複数単

元の学習内容を通して習得した内容を活用できる機会）」を年間４～５回実施する。

そのことにより，生徒が見通しをもち，意欲的・主体的に学習に取り組むことを狙

う。 

（イ）対話的な学びに向けて，パフォーマンス課題に取り組む段階において，ペアやグル

ープ活動を取り入れる。教室内で完結させずに ICT を利活用し，目的・場面・状況

の設定を行い，他へ英語で発信することを取り入れる。 

（ウ）深い学びに向けて，「自分の経験・考え」や「他教科の既習事項」と関連させて考

えさせ，互いに考えを伝え合うことを通して，集団や自身の考えを再構築させ深い学

びにつなげる。 

  

特別の 

教科 

道徳 

 
 

ア 基本方針 

道徳科の時間においては，児童生徒の実態及び児童生徒，保護者、教員それぞれの願いに基

づいて重点内容項目を設定し，計画的，発展的な指導によってこれを補充，深化，統合する。

その上で，道徳的価値及び人間としての生き方についての自覚を深め，道徳的実践力を育成

する。 

★また，校内研究との連携を図りながら，｢考え，議論する｣道徳の推進を図る。 

イ 各部の取組  

 

＜小学部＞ 

（ア）授業を中心にすえながら，小・中・保育所・地域と行う行事を通して，規範意識やそれ
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ぞれの個性・立場を尊重しながらお互いのよさを認め，支え合う豊かな心を育てる。 

（イ）「ふれあい道徳」を実践し，参観者参加型授業に取り組むことで，児童の多面的・多角

的思考につなげる。また，２ヶ月に１回程度の道徳通信を発行し，保護者と価値観の共

有を図り，家庭との連携を図る。道徳通信については学校ホームページに掲載する。 

（ウ）教科用図書を主な教材として，「考え，議論する道徳」の授業を行い，自己をふり返り，

その後の生き方についての考えを深められるようにする。また，グループ活動や役割

演技を取り入れるなど，指導方法を工夫する。 

（エ）ワークシートの記述や児童の発言などの様子から，児童の道徳性に係る成長の様子を

認め，励ます評価をする。 

（オ）地域人材を生かした地域教材（郷土資料）を活用する。 

 

＜中学部＞ 

（ア）「ふれあい道徳」を実践し，参観者参加型授業に取り組むことで，生徒の多面的・多角

的思考につなげる。また，２ヶ月に１回程度の道徳通信を発行し，保護者と価値観の共

有を図り，家庭との連携を図る。道徳通信については学校ホームページに掲載する。 

（イ）教科用図書を計画的に活用し，「考え，議論する」場面を設定した道徳授業を行う。自

他と対話することで，自己をふり返り，その後の生き方についての考えを深められる

ようにする。 

（ウ）問題解決的な学習や体験的な学習を取り入れるなど，指導方法を工夫する。 

（エ）ワークシートの記述や生徒の発言などの様子から，生徒の道徳性に係る成長の様子を

認め，励ます評価をする。 

（オ）地域人材を生かした地域資料を活用する。 

 （カ）全体計画及び年間指導計画，別葉を職員室内に掲示し，進捗状況をその都度チェックで

きるようにする。 

 

 

外国語 

活動の 

時 間 

(3,4年生) 

 

 

ア 基本方針 

  外国語を通じて，言語や文化について体験的に理解を深め，積極的にコミュニケーショ 

 ンを図ろうとする態度の育成を図り，外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませながら，

コミュニケーション能力の素地を養う。 

イ 具体的取組 

（ア）ALT を効果的に活用しながら積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成

を図る。 

（イ）電子黒板で資料を提示したり，音声を聞かせたりしながら，外国語の音声や基本的な

表現に慣れ親しませる。 

（ウ）児童の実態に応じた題材を設定し，「聞くこと」「話すこと（やりとり、発表）」等コミ

ュニケーションの必然性を仕組んだ体験活動を行いながら，コミュニケーションの大切

さや楽しさを感じ取らせる。 

（エ）目的に応じて，ペア学習やグループ学習を行い，多様な考え方に触れさせる。 
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総合的な 

 

学習の 

 

時 間 

 

 
 

ア 基本方針 

☆（ア）ふるさと学習をベースに，自らの課題（テーマ）を設定し，解決に向けて主体的・意

欲的に取り組む態度を育てる。小学部では身近な「人」「もの」「こと」に対する体験活動

から「知る・親しむ」「深める・広げる」を課題として，柔軟な発想の基に仕組む学習を

充実させる。中学部ではふるさと学習を柱に据え，それぞれのテーマごとに「考える」

「生かす」「発信する」といった活動を行い，特に，「ふるさと松梅」を意識した学習を充

実させる。小中一貫校の良さを生かし，「活動内容」や「育てたい力」の９年間を見通し

た系統性のある取組を実践する。（SDGｓ） 

（イ）学年ごとにテーマを設け，ふるさと学習を通して身に付けさせたい資質・能力の育成

を図る。 

イ 各部の取組 

＜小学部＞ 

（ア）年間を通して「ふるさと松梅」(松梅学)をテーマに学年ごとや学年グループごとに活

動する。 

  【３～６年生】 

・松梅校区体育祭，柿むき大会など，保育所や育友会との連携行事を計画・実施し，郷土を

愛し，郷土に誇りを持つ心情を醸成する。 

・前期終了の４年生で松梅検定を実施することで，礼儀作法･言葉遣い，地域の歴史･繁栄

を学び，郷土を大切に思う気持ちを育てる。 

【３，４年生】 

・松梅について調べることで，郷土に関心を持ち，郷土のよさに気づき，郷土を大切に思う

気持ちを育てる。（自然環境，産業，名尾和紙，干し柿等） 

・干し柿について調べたことを，柿むき大会で，全校児童に分かるように発表する。 

（４年生） 

【５，６年生】 

・これまで学んできた松梅のよさをＰＲする方法を考えたり，広めたりすることで，郷土

を誇りに思う気持ちを育てる。（キッズマート，宣伝等） 

（イ）以下のテーマについても適時学年ごとや学年グループごとに活動する。 

  【３～６年生】（ありがとう集会） 

・学校行事や児童会行事等を通して，人とのよりよい関わり方やリーダー性の発揮につい

ても学習し，生活に活かしていく。 

  ・ありがとう集会を開催することで，感謝を伝える方法を考えたり，計画立案したりしな

がら自主性や協調性を育んでいく。 

【３，４年生】（２分の１成人式） 

・２分の１成人式を開催することで，リーダー性や責任感，達成感を身近に感じられるよ

うにしていく。 

  ・これまでの自分を振り返り，これからの自己の生き方について考え，つなげていく。 

【５，６年生】(修学旅行・宿泊学習・文化発表会) 

  ・集団行動を通して，自律心や自主性を養い，マナーを守り，すすんで協力して活動に 

取り組もうとする態度を身に付ける。 
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  ・体験活動(宿泊学習等)や事前学習・現地学習(修学旅行＝平和学習)を通して，学んだこ

とを伝える方法を考え計画し，相手や目的，意図に応じて表現する力を育成する。 

＜中学部＞ 

（ア）中学部では，年間を通して「ふるさと松梅」とキャリア教育をテーマに学年単位で活動

する。（SDGｓ） 

【１年生】 … ふるさと松梅を『考える』 

 ・松梅地産を生かした加工食品作りや商品開発を行う。地域のゲストティーチャーを招き，

松梅で採れた梅，柿，タケノコ等を使い，地域のよさを実感しながら地域外に紹介でき

るような商品作りを行う。 

【２年生】 … ふるさと松梅を『生かす』 

・８月に行う職場体験学習に向けて探究活動を行う。「働く」ことについて考えたり，体験

場所への電話連絡や訪問，インタビューをしたりする。 

・修学旅行へ向けて，地域と旅行地の文化や歴史，産業等についての共通点や特徴等につ

いて関連付けた学習を行う。 

【３年生】 … ふるさと松梅を『発信する』 

「ふるさと松梅」に関連したテーマでの探求活動。１，２年生で学んだ内容をまとめ，学

校 HPで発信する活動をする。具体的な活動につなげていくために，生徒自らが活動の見通

しや小テーマの決定，役割分担などを主体的に行う。すべての生徒が主体的に「気づき，考

え，行動する」時間となっている。 

 

 

 

特別活動 

(学級活動) 

 

 

ア 基本方針 

望ましい集団活動を通して，心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り，集団の一員として

よりよい生活や人間関係を築こうとする自主的，実践的な態度を育てるとともに，自己の生き方

についての考えを深め，自己を生かす能力を養う。 

イ 具体的取組 

★（ア）話し合い活動を通して，望ましい集団決定や自己決定をし，実践的に取り組む態度を育て

る。 

（イ）ゆめノート（キャリアパスポート）を活用して，自分の将来における生き方や進路を考え，

自己の判断力や価値観を養う。 

（ウ）各教科，道徳，外国語活動及び総合的な学習の時間等の指導との関連を図った教科横断的な

学習を実践する。 

（エ）集会や児童生徒会新聞等，学級活動や児童生徒会活動で体験したことや調べたことなどを

まとめたり，説明したりする活動を仕組み，教科等との関連を図る。 

（オ）食育や性教育，読書指導等，養護教諭や学校図書館事務員との連携を図った授業を実践す 

る。 

ウ 学校行事との関連 

（ア）小中合同の行事を中心に，児童会・生徒会等による実行委員会，合同委員会や会議を行

い，「計画・準備・実践」と進められるようにする。その際，年間を通じて活用できるよ

うに縦割り班を年度当初に設定し，顔合わせ会を通して活動への意欲の向上を図る。 

（イ）体育祭や柿むき大会，等の学校行事の一部を児童生徒の発想を生かした実行委員会の計画
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によって実施したり，小中合同委員会の活動内容を生かした取組を実施したりすることで，

「主体的に学ぶ力」や「表現する力」を育成する。 

（ウ）授業や学校行事の中で地域ボランティアを積極的に活用し，効果的な指導に努める（地域人

材）。 

（エ）ろう学校や大和特別支援学校との交流学習において，事前・事後学習を行い，相手を理解し

支え合う精神を養う。 

エ 縦割り活動の充実 

（ア）異学年間の交流活動の場を設定し，心の教育の推進を図る。 

（イ）縦割り活動を計画的に行い，互いのよさを認め，支え合う豊かな心を育てる。 

（ウ）９年間のつながりの活動の中で，上級生をリーダーとした規範意識を育てる。 

（エ）小中合同委員会を適宜設定し，よりよい学校生活を主体的に築くための話し合い活動を行 

い，自治意識を高める。 

 

 

 

ｷｬﾘｱ教育 

 

 

 

ア 基本方針 

★子どもたちが「生きる力」を身に付け，社会の激しい変化に流されることなく，それぞれが

直面するであろう様々な課題に柔軟にかつたくましく対応し，社会人，職業人として自立してい

くことができるようにする。指導にあたっては，児童生徒のキャリア発達の課題を踏まえ，個人

カルテ（学習状況調査・ＱＵアンケート・知能検査・学習カルテ）等を活用し，育てたい力を明確

にし，「基礎的・汎用的能力」（「人間関係形成・社会形成能力」「自己理解・自己管理能力」「課題

対応能力」「キャリアプランニング能力」）を育成する。「ゆめノート」（キャリア・パスポート）を

活用し，子どもたちに将来や生き方について考えさせ，夢に向かって努力しようという態度や計

画的に取り組んでいこうとする態度を育成する。また，自己の振り返りをさせることで，「基礎的・

汎用的能力」育成のための具体的な取り組みにつなげさせる。 

イ 各部の取組 

＜小学部＞ 

（ア）１・２年生の生活科では，自分と身近な人々及び地域の様々な場所，公共物などとのかかわ

りに関心をもたせ，それらに愛着をもたせる。指導にあたっては，グループ活動など協同的

な活動を通して社会性を培う。 

（イ）３・４年の総合的な学習の時間では，児童が地域のことを調べたり，地域活動に協力したり

しながら地域のよさに気づかせる。また，地域の方の取り組みに触れながら，他者のために

役立つことの喜びに気づかせるようにする。 

（ウ）５・６年の総合的な学習の時間では，干し柿や松梅の特産物を使ったキッズマートによる商

品流通・販売の体験的な学習などを意図的に取り入れる。子どもたち自身に役割分担をさ

せ，流通の仕組みや宣伝方法などを学ばせ，コミュニケーション力・問題解決力を身につけ

させる。 

（エ）道徳科を中心に「ゆめノート」（キャリア・パスポート）を活用し，自分自身を見つめたり，

目標や将来の夢などを考えさせたりする場を設定し，児童がそのためにどんな取り組みを

するべきか考えたり，ふり返ったりしながら，資質・能力を育んでいく。 

（オ）各教科での学習が，日常生活や将来の生き方と関連していることに気づかせる機会を積極

的に設け，学ぶ意欲につなげる。 

（カ）学級活動において，集団の一員として自分の役割や行動の仕方について考えさせ，適切に行
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動できるようにする。 

（キ）松梅校区体育祭や柿むき大会等の行事を体験させ，地域の一員としての自分，またこれから

の自分について具体的に考えるきっかけづくりをする。 

＜中学部＞ 

（ア）各教科の目標や学習内容の中に「育成すべき資質・能力」を見出し，その資質・能力の向上

につとめる。 

（イ）特別活動や総合的な学習の時間を中心に「ゆめノート」（キャリア・パスポート）を活用し，

社会における自分の役割や将来の生き方や働き方について考えさせ，目標をもって計画的

に取り組む態度を育成する。 

（ウ）生徒が進路学習を通して進路に関するさまざまな情報を得，さまざまな体験活動を通して

自己の進路実現のための学習を実践する。 

（エ）職場体験（２年生）を実施して，勤労観・職業観を育み，生徒に将来の進路選択の見通しを

立てさせる。 

学級活動において，集団の一員として自分の役割や行動の仕方について考えさせ，適切に行動できるようにする。 

 

 

環境教育 

 
 

 

ア 基本方針 

☆小中一貫校松梅校として，ＳＤＧｓの視点を元に，環境ＩＳＯ活動に小・中学部で協力して

継続して取り組む。（SDGｓ） 

イ 具体的取組 

＜キックオフ宣言＞ 

児童生徒会の中の「放送・環境委員会」が中心となり，小中合同で行う実行目標等を検討し，

工夫したプレゼンテーションが実施できるように，事前に十分な準備を行い，取り組むように

する。キックオフ宣言の４つの柱は，取り組みの意識付けを図るために，校内に掲示する。 

１学期のできるだけ早い時期に環境ＩＳＯキックオフ宣言を行う。キックオフ宣言で決定し

た実行目標を基に，取組の状況を振り返るエコチェックを月毎に実施し，結果を掲示すること

で，環境ＩＳＯ活動に対する関心を高める。その際，学期ごとに取り組みがよくできていた学

年を表彰することで，活動に対する意欲につなげる。また，児童生徒が作った環境ポスターを

掲示したり，集会や放送で活動について呼びかけたりして意識化を図る。 

 ＜ペットボトルキャップの回収＞ 

   小・中学部共にペットボトルキャップを回収し，世界の子どもたちにワクチンを届ける活 

動に協力する。 

＜水道･電気料金の掲示＞ 

 水道・電気料金を掲示することで、節電・節水の意識を高める。 

 ＜クリーンアップ大作戦＞ 

   年に１回，地域のゴミ拾いボランティア活動（クリーンアップ作戦）を実施し，地域の環境

保全に対する意識を高める。学年末に環境ＩＳＯ活動のまとめを行い，課題を確認することで

次年度の取り組みの発展につなげる。 

 ＜花苗植え＞ 

市の緑化推進課から春と秋に配布してもらう花苗の定植作業や管理（水やりや除草作業） 

  を児童生徒の主体的な活動に位置づけ，環境教育の一助としていく。 

 ☆＜紙のリサイクル・リユース＞ 



26 

 

   紙のリサイクル・リユースを進めるために各教室にリサイクルボックス、リユースボック 

スを設置して、紙の回収を行う。また、リユースボックスで回収した用紙をつかって、メモ 

帳を環境委員会で作成し、全校児童生徒に配布することでリユースやリデュースの実践とその

意識を高める。 

 

 

 

読書指導 

 

 

基本方針 

教科指導において，図書室を計画的に利用し，児童生徒の主体的･対話的で深い学びの実現に

向けた授業改善に生かす。 

イ 具体的取組 

 ★（ア）年に２回の読書週間に学習･図書委員会主催で図書館祭りを実施し，読み聞かせや動画上

映，「スタンプラリー」などのイベントを企画し，児童生徒が足を運びやすい図書館となるよ

うな取り組みを行う。 

（イ）毎月「図書館だより」を発行し，その中で新刊の紹介や多読者の紹介など児童生徒の読書意

欲を高めるようにする。 

（ウ）各学年の「おすすめの本５０選」の紹介や教科書の「読書案内」など学習内容に関連した本

を揃えて掲示するなど環境整備を充実させる。 

（エ）季節やテーマに沿った本の展示など，幅広い分野の本を手に取る機会をつくる。 

ウ 各部の取組 

＜小学部＞ 

（ア）朝読書の時間を設定し，読書の習慣化を目指す。 

（イ）月に１～２回の地域ボランティアによる「お話会」や，年１回中学部生徒から小学部の児童

への「読み語り」を通して，本に出会い，親しむことのできる機会を作る。 

＜中学部＞ 

（ア）登校後，8:10までの時間を「朝読書の時間」に設定する。また，廊下に学級文庫を設置し，

読書の習慣化を目指す。年に１回，中学部の生徒から小学部の児童へ「読み語り」を実施し，

本に出会い，親しむことのできる機会とする。 

（イ）年に１回程度，「集団読書」の時間を設定し，幅広い分野の本を読む機会を意図的に作る。

また，感想を交流することで，自分の意見や考えを文章にまとめ，相手意識を持ちながら伝え

る力を高める活動を取り入れる。 

（ウ）読書活動の推進を目指して，国語科において，年間を通して読書記録に取り組ませる。 

 

食に関する

教育 

 

ア 基本方針 

（ア） 児童生徒が健全な食生活を実践し，健康で豊かな人間性をはぐくんでいけるよう，栄養や食

事の取り方などについて，正しい知識に基づいて自ら判断し，実践していく能力などを身に

つけさせる。（SDGｓ） 

（イ） 望ましい栄養や食事の摂り方，食品の品質及び安全性などについて理解し，自ら判断・管理

していく能力を身に付ける。 

（ウ） 食物や食物の生産等にかかわる人々に感謝し，命を大切にする心を育む。 

（エ） 楽しい食事の場を通して，正しいマナーを身につけるとともに，望ましい人間関係をつくる

豊かな心を育む。 

（オ） 地域の産物，食文化や食にかかわる歴史などを理解し，尊重する心をもつ。（SDGｓ） 
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イ 各部の取組 

＜小学部＞ 

（ア）食事マナーを指導する。 

（イ）「食事の大切さや正しい食生活」について，担任と栄養教諭との TTによる指導を行う。 

（ウ）給食に携わる人への感謝の気持ちを持たせる。 

（エ）給食時に献立や食についての放送をする。 

（オ）委員会活動として食に関する活動を行い，食への興味関心を高める。 

（カ）生活習慣アンケートや喫食（朝食）調査をする。 

＜中学部＞ 

（ア）食生活についての正しい知識を持ち，自分自身の生活行動を見直し，望ましい食習慣に

改善していくような実践的な力を育てる。 

（イ）委員会活動として，給食に携わる人への感謝の気持ちを持たせる。 

（ウ）給食時に献立や食についての放送をする。 

（エ）食に関する授業を行い，食への関心を高める機会をつくる。 

（オ）生活アンケートや喫食（朝食）調査をする。 
 

 

教育課題

への対応 

 

 

 

ア ＳＤＧＳの取り組み   

（ア） 発達段階に応じて，SDGｓと関連付けながら環境課題について追及し表現する場を 

設定する。 

（イ） 生活科，社会科，理科，家庭科における環境学習の有機的なつながりによる「持続 

可能な社会」に向けての行動意識を高める。 

（ウ）児童生徒会を中心に平和集会を行い，安全安心な世界を希求する心の育成を行う。 

（エ）総合的な学習における｢松梅学｣を通して，目標 11｢住み続けられるまちづくりを｣， 

15「緑の豊かさも守ろう｣を踏まえて再構成する。 

 


